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岩 手 県 教 育 委 員 会 



令和２年６月 岩手県教育委員会定例会議事日程 

 

令和２年６月 15日（月）午後１時 30分 

 

第 １ 会期決定の件   

第 ２ 事務報告１ 令和２年６月県議会臨時会の概要について （ 教 育 企 画 室 ） 

第 ３ 議案第７号 
岩手県立中学校の管理運営に関する規則の一部を改正す

る規則 
（ 学 校 教 育 課 ） 

第 ４ 議案第８号 
岩手県生涯学習審議会委員の任命及び岩手県社会教育委

員の委嘱に関し議決を求めることについて 
（生涯学習文化財課） 

第 ５ 議案第９号 
岩手県立図書館協議会委員の任命に関し議決を求めるこ

とについて 
（生涯学習文化財課） 

第 ６ 協 議 １ 
教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の指示専

決処理について 
（ 教 職 員 課 ） 

第 ７ 議案第 10 号 学校職員の懲戒処分に関し議決を求めることについて （ 教 職 員 課 ） 

第 ８ 議案第 11 号 学校職員の懲戒処分に関し議決を求めることについて （ 教 職 員 課 ） 

 

 
閉会   

 



事１-１ 

事務報告１ 

 

令和２年６月県議会臨時会の概要について 

 

６月県議会臨時会の概要は、次のとおりであった。 

 

１ 日 程 

６月11日（木） 本会議（招集、質疑、委員会付託） 

 常任委員会 

 本会議（常任委員会委員長報告、質疑、討論、採決） 

 

２ 議案質疑 

(1) 党派別質疑議員数（１人） 

日本共産党    １人 

(2) 教育委員会関係の質疑 

なし 

 

３ 文教委員会【６月11日（木）】 

(1) 議案の審議 

   議案第１号「令和２年度岩手県一般会計補正予算（第３号）第１条 第２項 第１表 歳入歳出予

算補正中 歳出 第10款 教育費のうち教育委員会関係」及び議案第５号「県立学校授業料等条例の

一部を改正する条例」について、佐藤教育局長兼教育企画室長から提案理由の説明を行った。 

 (ｱ) 質問等 

千葉秀幸委員、髙橋穏至委員、千葉盛委員、斉藤信委員、小西和子委員、上原康樹委員から

学習指導員の配置やオンライン学習の推進、新型コロナウイルス感染症への対策、部活動の全

国大会代替大会の開催等について質問があり、教育長、教育企画推進監及び関係課長が答弁し

た。 

(ｲ) 採決 

原案どおり可決された。 

 (2) その他（この際発言） 

なし 



 



議７－１ 

議案第７号 

   岩手県立中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 岩手県立中学校の管理運営に関する規則（平成20年岩手県教育委員会規則第14号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （学級編制）  （学級編制） 

第２条 中学校の学級数及び生徒の収容定員は、次のとおりと

する。 

第２条 中学校の学級数及び生徒の収容定員は、次のとおりと

する。 

 学校名 学級数 収容定員   学校名 学級数 収容定員  

 岩手県立一関第一高等学校附属中学

校 

 ［略］ 
230人 

  岩手県立一関第一高等学校附属中学

校 

 ［略］ 
220人 

 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

令和２年６月15日提出 

 岩手県教育委員会教育長 佐 藤   博 

理由 

県立中学校（一関第一高等学校附属中学校）に35人学級を導入するため、収容定員を改めようとするものである。これが、この

規則案を提出する理由である。 

 



議７－２ 

岩手県立中学校の管理運営に関する規則の一部改正について 

 R２.６.15 学校教育課義務教育担当 

１ 背景                                             

 (1) 本県では、市町村立小中学校での 35人学級を年次進行で導入してきており、平成 31年度からすべて

の学年で実施となっている。 

 (2) 市町村立中学校については、平成 29年度から全学年での 35人学級への移行が完成しているが、県立

中学校においては、次世代リーダーを数多く育成するという同校設置のねらい等を踏まえ、当面 40 人

学級を維持してきたもの。 

 (3) 本県では、いじめ問題や不登校等の課題に対応し、児童生徒一人一人に寄り添った教育を実現するた

め、35人学級の導入を推進してきているところであるが、教育委員等との協議の結果、長期的な視点を

踏まえると、県立中学校の生徒に対するきめ細かな指導体制の充実を図るため、35人学級の導入が必要

と判断し、令和２年度入学生から順次導入することとしたもの。 

 

２ 規則改正の内容                                        

 (1) 改正の趣旨及び内容 

  ア 県立中学校（一関第一高等学校附属中学校）に 35人学級を導入するため、収容定員を減ずるもの。 

 イ 令和３年度入学生を 35人×２学級＝70人とし、収容定員を 230人から 220人に改めること。 

 (2) 施行期日（35人学級の導入の年次イメージ） 

施行年度 第１学年 第２学年 第３学年 収容定員 

～H31年度まで 80人 80人 80人 240人 

現行 R２年度 70人 80人 80人 230人 

改正 R３年度 70人 70人 80人 220人 

R４年度 70人 70人 70人 210人 

 ※県立高等学校管理運営規則にならい、全学年が 35人学級となるまで毎年度規則改正を行う。 

 

３ 経過                                             

 ≪平成 29～30年度≫ 

日程 会議名等 内容 

平成30年 

 ２月２日 

県教育委員会

協議会 

県立一関第一高等学校附属中学校における 35人学級の導入（定員減）

について説明 

 ２月 13日  
県南教育事務所管内市町教育委員会教育長への説明 

（一関市、奥州市、平泉町、金ケ崎町） 

 ５月～６月 
地区校長研修

講座等 
各教育事務所管内の市町村教育委員会教育長への説明 

 ６月 11日 
知事への業務

報告 

県立一関第一高等学校附属中学校における 35 人学級の導入について

報告 

 ７月７日 学校説明会 
参加者：県内小学校５・６年生児童及び保護者 

内 容：入学者選抜検査の事務手続き、35人学級導入への考え等 

９月22日 

平成31年度 

入学者選抜 

事務説明会 

参加者：県内小学校５・６年生保護者 

内 容：入学者選抜検査の事務手続き等 

平成31年 

 １月 19日 
 平成31年度入学者選抜検査の実施 

 

【参 考 資 料】 
議案第７号関係 



議７－３ 

４ スケジュール                                         

  令和元年度の規則改正から 35人学級全学年導入までのスケジュール（予定含む） 

日程 会議名等 内容 

令和元年 

５月13日 

県教育委員会

定例会 

県立一関第一高等学校附属中学校における 35 人学級の導入について

説明 

 ６月 14日 
県教育委員会 

定例会 

議案提出 

「岩手県立中学校の管理運営に関する規則の一部改正」 

 ６月 26日 
知事への業務

報告 

県立一関第一高等学校附属中学校における 35 人学級の導入について

報告 

 ７月６日 学校説明会 
参加者：県内小学校５・６年生児童及び保護者 

内 容：入学者選抜検査の事務手続き、35人学級導入の説明等 

９月21日 

令和２年度 

入学者選抜 

事務説明会 

参加者：県内小学校５・６年生保護者 

内 容：入学者選抜検査の事務手続き、35人学級導入の説明等 

令和２年 

１月18日 
 令和２年度入学者選抜検査の実施 

令和２年 

 ４月１日 
新年度スタート（第１学年・35人学級、収容定員 230人） 

６月15日 
県教育委員会 

定例会 

議案提出 

「岩手県立中学校の管理運営に関する規則の一部改正」 

７月～９月 

学校説明会、 

入学者選抜 

事務説明会 

参加者：県内小学校５・６年生保護者（児童） 

内 容：入学者選抜検査の事務手続き、35人学級導入の説明等 

令和３年 

１月 
 令和３年度入学者選抜検査の実施 

令和３年 

 ４月１日 
新年度スタート（第１、２学年・35人学級、収容定員220人） 

６月 
県教育委員会 

定例会 

議案提出 

「岩手県立中学校の管理運営に関する規則の一部改正」 

７月～９月 

学校説明会、 

入学者選抜 

事務説明会 

参加者：県内小学校５・６年生保護者（児童） 

内 容：入学者選抜検査の事務手続き、35人学級導入の説明等 

令和４年 

１月 
 令和４年度入学者選抜検査の実施 

令和４年 

 ４月１日 
新年度スタート（全学年・35人学級、収容定員 210人） 

 

 

 



 



 

議８-１ 

 

議案第８号 

岩手県生涯学習審議会委員の任命及び岩手県社会教育委員の委嘱に関し議決 

を求めることについて  
 

 次のとおり岩手県生涯学習審議会委員の任命及び岩手県社会教育委員の委嘱をする 

ことについて、議決を求める。  

 任命及び委嘱（令和２年７月１日付） 

職     名     等 氏   名 

盛岡市立太田小学校長 石 川 耕 司 

県立盛岡青松支援学校長  横 澤   修 

県立盛岡第二高等学校長  小 原 貴 人 

岩手県青年団体協議会長  松 田 恵美子 

特定非営利活動法人岩手県地域婦人団体協議会副会長 菅 野 路 子 

一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会長  田 口 昭 隆 

盛岡市社会教育委員  中 村 利 之 

一関市生涯学習支援員・学校支援地域コーディネーター  伊 藤 由紀子 

久慈市長内市民センター長 小 向 勝 志 

県立県北青少年の家前所長 森 川 静 子 

岩手医科大学看護学部成育看護学講師 西 里 真 澄 

特定非営利活動法人矢巾ゆりかご理事長  半 澤 久 枝 

岩手大学教育学部准教授  馬 場 智 子 

岩手県立大学高等教育推進センター准教授  畠 山   大 

一関市教育委員会教育長  小 菅 正 晴 

認定特定非営利活動法人カタリバコラボスクール大槌拠点長  菅 野 祐 太 

令和２年６月 15 日提出 

                岩手県教育委員会教育長  佐 藤  博 

理由 

岩手県生涯学習審議会委員の任命及び岩手県社会教育委員の委嘱をしようとするもの  

である。これが、この議案を提出する理由である。  



現　　　　職 氏名 年齢 性別 年数 居住地 現　　　　職 氏名 年齢 性別 年数 居住地

1 小中学校
盛岡市立土淵小・中学校長
【県小学校長会推薦】 畠 山

ハタケ　　ヤマ

雅 之
マサ　　　ユキ

60 男 2 矢巾町 盛岡市立太田小学校長
【県小学校長会推薦】 石 川

イシ　　　カワ

耕
コウ

司
ジ

60 男 新 盛岡市

2 特別支援
県立盛岡青松支援学校長
【県特別支援学校長会推薦】 横

ヨコ

澤
サワ

修
オサム

56 男 1 盛岡市 県立盛岡青松支援学校長
【県特別支援学校長会推薦】 横

ヨコ

澤
サワ

修
オサム

56 男 2 盛岡市

3 高等学校
県立盛岡第二高等学校長
【県高等学校長協会推薦】 菅 原

スガ　　　ワラ

尚 志
タカ　　　　シ

58 男 2 盛岡市 県立盛岡第二高等学校長
【県高等学校長協会推薦】 小 原

オバ　　　ラ

貴
タカ

人
ト

58 男 新 盛岡市

4 青年
岩手県青年団体協議会長
【岩手県青年団体協議会推薦】 松 田

マツ　　ダ

恵 美 子
エ　　　ミ　　　コ

33 女 4 陸前
高田市

岩手県青年団体協議会長
【岩手県青年団体協議会推薦】 松 田

マツ　　ダ

恵 美 子
エ　　　ミ　　　コ

33 女 5
陸前

高田市

5 婦人
特定非営利活動法人
岩手県地域婦人団体協議会長
【岩手県地域婦人団体協議会推薦】

瀬 川
セ　　　　ガワ

愛 子
アイ　　　　コ

83 女 8 八幡平
市

特定非営利活動法人
岩手県地域婦人団体協議会副会長
【岩手県地域婦人団体協議会推薦】

菅 野
カン　　　ノ

路 子
ミチ　　　コ

68 女 新 北上市

6 ＰＴＡ
一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会副会長
【岩手県ＰＴＡ連合会推薦】 田 口

タ　　　　グチ

昭
アキ

隆
タカ

46 男 2 盛岡市 一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会長
【岩手県ＰＴＡ連合会推薦】 田 口

タ　　　　グチ

昭
アキ

隆
タカ

47 男 3 盛岡市

7 社教連
岩手県社会教育連絡協議会長
【岩手県社会教育連絡協議会推薦】 大 橋

オオ　　　ハシ

清 司
キヨ　　　シ

74 男 10 盛岡市 盛岡市社会教育委員
【岩手県社会教育連絡協議会推薦】 中 村

ナカ　　　ムラ

利 之
トシ　　　ユキ

74 男 新 盛岡市

8 一関市立一関小学校学校支援地域コーディ
ネーター【一関市まちづくり推進部推薦】 伊 藤

イ トウ

由 紀 子
ユ キ コ

47 女 2 一関市 一関市生涯学習支援員・学校支援地域コー
ディネーター【一関市教育委員会推薦】 伊 藤

イ トウ

由 紀 子
ユ キ コ

47 女 3 一関市

9 北上市江釣子地区交流センター長
【北上市まちづくり部長推薦】 髙

ダカ

橋
ハシ

香
カ

澄
スミ

73 男 2 北上市 久慈市長内市民センター長
【久慈市教育委員会推薦】 小 向

コ　　　　ムカイ

勝 志
カツ　　　シ

48 男 新 久慈市

10 特定非営利活動法人
未来図書館主任コーディネーター 恒 川

ツネ　　カワ

か お り 58 女 8 滝沢市 県北青少年の家　前所長
二戸地区会食生活改善推進員 森 川

モリ　　　カワ

静 子
セイ　　　コ

64 女 新 二戸市

11 家庭教育
岩手看護短期大学専攻科助産学専攻講師
あそびma・senka代表 西

ニシ

里
ザト

真 澄
マ　　　　スミ

52 女 6 盛岡市 岩手医科大学看護学部成育看護学・講師
あそびma・senka代表 西

ニシ

里
ザト

真 澄
マ　　　　スミ

52 女 7 盛岡市

12 福祉 特定非営利活動法人　紫波さぷり理事長 細 川
ホソ　　　カワ

恵 子
ケイ　　　コ

58 女 8 紫波町 特定非営利活動法人　矢巾ゆりかご理事長 半 澤
ハン　　　ザワ

久 枝
ヒサ　　　エ

47 女 新 矢巾町

13 岩手大学教育学部准教授【岩手大学推薦】 馬 場
バ　　　　バ

智 子
サト　　　コ

38 女 2 盛岡市 岩手大学教育学部准教授【岩手大学推薦】 馬 場
バ　　　　バ

智 子
サト　　　コ

38 女 3 盛岡市

14 県立大学社会福祉学部教授
【県立大学推薦】 高 橋

タカ　　　　ハシ

聡
サトシ

54 男 8 盛岡市 県立大学社会高等教育推進センター准教
授【県立大学推薦】 畠 山

ハタケ　　ヤマ

大
ダイ

38 男 新 盛岡市

15 市町村教
育委員会

一関市教育委員会　教育長
【市町村教育委員会協議会推薦】 小 菅

コ　　　　スガ

正 晴
マサ　　　ハル

63 男 6 一関市 一関市教育委員会　教育長
【市町村教育委員会協議会推薦】 小 菅

コ　　　　スガ

正 晴
マサ　　　ハル

63 男 7 一関市

16 公募
認定NPO法人カタリバコラボスクール大槌拠
点長、大槌町教育専門官 菅 野 祐 太

カン　　　　ノ　　　　ユウ　　　タ
33 男 2 大槌町 認定NPO法人カタリバコラボスクール大槌拠

点長、大槌町教育専門官 菅 野 祐 太
カン　　　　ノ　　　　ユウ　　　タ

33 男 3 大槌町

改選後（新） #####

16人　（新任8人）

男56.3％(9)、女43.7％(7)

50.0％（8/16）

51.6歳

50.0％ (8/16)

０人⑥　在任期間が８年を超える委員【原則８年以内】 １人

生涯学習審議会委員・社会教育委員　（旧） 生涯学習審議会委員・社会教育委員（新）

④　委員の平均年齢 55.4歳

⑤　公募制の導入【委員の一部を公募により選任】 50.0％ (8/16)

②　委員の男女比率【男女いずれかの一方が40％未満にならないこと】 男56.3％(9)、女43.7％(7)

③　若手委員（50歳未満）登用率【25％以上目標】 31.3％（5/16）

チェック項目 改選前（旧）

①　委員数【原則20人以内】 16人　（新任8人）

家庭教育の向上に
資する活動を行う

者

学識経験のある者

高等機関

※年齢は、令和2年7月1日現在

岩手県生涯学習審議会委員の任命及び岩手県社会教育委員の委嘱  新旧対照表（案）

【審議会等の設置・運営に関する指針】

学校関係者

社会教育関係者

生涯学習

（任期：R2.7.1～R4.6.30）

№
選出区分

議
８
-２

 



 

 

議案第９号 

岩手県立図書館協議会委員の任命に関し議決を求めることについて 

 次のとおり岩手県立図書館協議会委員の任命をすることについて、議決を求める。 

任命（令和２年７月１日付） 

職   名   等 氏   名 

岩手県学校図書館協議会長 

（盛岡市立向中野小学校長） 
中  村  雅  彦 

岩手町教育委員会教育委員 田  村  え い 子 

うすゆきそう文庫代表 澤  口  杜  志 

盛岡大学文学部准教授 吉  植  庄  栄 

花巻市立東和図書館館長 菊  池     桂 

岩手日報社総合メディア局次長兼コンテンツ事業部長 小  山  嘉  朗 

作家 澤  口   た ま み 

公募 工  藤     巧   

 

令和２年６月 15 日提出 

                  岩手県教育委員会教育長 佐 藤  博 

理由 

岩手県立図書館協議会委員の任命をしようとするものである。これが、この議案

を提出する理由である。 

議９-１ 



選出区分 現　　職 氏　　　名 年齢 性別 年数 居住地 現　　職 氏　　　名 年齢 性別 年数 居住地

1
学校教育
関 係 者

岩手県学校図書館協議
会長（盛岡市立向中野
小学校長）

中
ナカ

　村
ムラ

　雅
マサ

　彦
ヒコ

59 男 1 滝沢市
岩手県学校図書館協議
会長（盛岡市立向中野
小学校長）

中
ナカ

　村
ムラ

　雅
マサ

　彦
ヒコ

59 男 2 滝沢市

2
社会教育
関 係 者

田野畑村教育委員会
社会教育委員 下

シモ

　机
ツクエ

　暁
アケ

　美
ミ

58 女 8 田野畑村
岩手町教育委員会
教育委員 田

タ

　村
ムラ

　えい子
コ

72 女 新 岩手町

3
家庭教育
関 係 者

うすゆきそう文庫
代表 澤

サワ

　口
グチ

　杜
　ト

　志
　シ

65 女 6 盛岡市
うすゆきそう文庫
代表 澤

サワ

　口
グチ

　杜
　ト

　志
　シ

65 女 7 盛岡市

4
盛岡大学文学部
准教授 吉

ヨシ

　植
ウエ

　庄
ショウ

　栄
エイ

48 男 2 盛岡市
盛岡大学文学部
准教授 吉

ヨシ

　植
ウエ

　庄
ショウ

　栄
エイ

48 男 3 盛岡市

5
花巻市立東和図書館
館長 菊

キク

　池
チ

　 　　桂
カツラ

58 女 2 花巻市
花巻市立東和図書館
館長 菊

キク

　池
チ

　 　　桂
カツラ

58 女 3 花巻市

6
岩手日報社
編集局学芸部長 小

オ

山
ヤマ

田
ダ

　泰
ヤス

　裕
ヒロ

51 男 4 盛岡市
岩手日報社
総合メディア局次長
兼コンテンツ事業部長

小
オ

　山
ヤマ

　嘉
ヨシ

　朗
アキ

56 男 新 盛岡市

7 作家 斎
サイ

　藤
トウ

　　 　純
ジュン

63 男 10 盛岡市 作家 澤
サワ

　口
グチ

　 たまみ 59 女 新 紫波町

8
前盛岡市教育委員会
委員 吉

ヨシ

　丸
マル

　蓉
ヨウ

　子
コ

76 女 8 盛岡市 公募 工
ク

　藤
ドウ

　　 　巧
タクミ

69 男 新 紫波町

改選前（旧） 改選後（新）
8人（新任3人） 8人（新任4人）

男50.0%(4)、女50.0%(4） 男50.0%(4)、女50.0%(4)
12.5%(1/8) 12.5%(1/8)
59.75歳 60.75歳

0人 1人
1人 0人

No.

※年齢は、令和2年7月1日現在

④委員の平均年齢
⑤公募制の導入【委員の一部を公募により選任】

【審議会等の設置・運営に関する指針】

岩手県立図書館協議会委員の任命　新旧対照表（案）
（任期：R2.7.1～R4.6.30）

　　図書館協議会委員（旧） 図書館協議会委員（新）

学識
経験者

⑥在任期間が８年を超える委員【原則８年以内】

②委員の男女比率【男女いずれかの一方が40%未満にならないこと】

③若手委員（50歳未満）の登用率【25%以上目標】

チェック項目
①委員数【原則20人以内】

議
9
-2

 



協 1-1 

協議１ 

教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の指示専決処理について 

 

次のとおり、教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則に関し教育長が専決処理する

ことについて、指示を求める。 

 

第１ 制定の趣旨 

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和 46 年岩手

県条例第 47 号）の一部改正に基づき、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間に

おいて行う業務の量の適切な管理等に関し必要な事項を定めようとするものである。 

 

第２ 規則案の内容 

１ この規則の趣旨について定めること。（第１条関係） 

２ 教育委員会は、教育職員の在校等時間から正規の勤務時間を除いた時間を次に掲げる

時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うことについて定めるこ

と。（第２条関係） 

  (１) 月 45 時間、年 360 時間 

  (２) 児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、一

時的又は突発的に正規の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前号にかか

わらず、月 100 時間未満、年 720 時間（連続する複数月の平均 80 時間以内かつ、45

時間超の月は６箇月まで） 

３ 補則事項について定めること。（第３条関係） 

第２条に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及

び福祉の確保を図るために必要な事項については、別に定めること。 

４ 施行期日 

この規則は、令和２年８月１日から施行すること。（附則関係） 

 

第３ 指示専決の理由 

   次の理由から、この規則の制定について、あらかじめ教育委員会の指示を受け、教育

長が専決処理をしようとするものである。 

１ 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正す

る条例（以下「条例」という。）が８月１日に施行される予定であり、条例と同日に施行

したいこと。 



協 1-2 

２ この規則は、条例案と密接に関係しているため、条例の公布の日（７月上旬予定）よ

り前にこの規則を制定することは適当でないこと。 

３ この規則の公布の日から施行の日まで一定の周知期間を設ける必要があること。 

 



 


